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⇔
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の

前
身
で

あ

る
旧

惣
持
寺
の

文
書
が

書
写
さ

れ
て

い

る
。

書
写

し

た

市
史
編
纂
委
員
会
の

委
員
長
で

あ
る

阿

部
酉
喜
夫
氏
は

、

「

書
写

し

て

み

る

と

殆
ん

ど
が

近
世

文
書
で

あ
っ

た

け
れ
ど

も
、

寺
の

性
格
を

初
め

、

大
江

氏
と
の

関
係
な

ど
も

推
察
で

き
る

も
の

で

あ
っ

た
。

三

十
か

寺
を

数
え
る

支
配
の

末
寺
の

所
在
も

明
瞭
に

な
っ

て

来
た

。

」

と

述
べ

て
い

る
。

　

小
衲
の

寺
も
含
め

て

現
在

真
言
宗
智
山
派
に

所
属
す
る

寺
院
が

、

長
念
寺
を
は

じ
め

柴
橋
寺
・

光
徳
寺

・

実
相
院

・

善
明

院
・

光
養

寺
・

西

光
寺

・

妙
法
院

・

宝

蔵
寺
・

愛
染
院

・

西
林
寺

・

万

福
寺
・

福
寿
院

・

昌
城
院

・

安
養
院
・

洞
光
寺

・

円
福
寺

・

長
松
寺
な

ど
、

十
八

か

寺
院
が
江
戸
時
代
後
期
に

は

惣
持
寺
の

門
末
で

あ
っ

た
こ

と

が
、

「

惣
持
寺
末
寺

配
置
図
」

（

図
5

）

に

よ
っ

て

知
ら
れ
る

。

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（

4
）

　

本
稿
で

は
、

前
記
の

『

寒

河

江
市
史
編
纂
叢
書
』

第
24
集
e
・

⇔
・

⇔
を

中
心
と

し
、

阿
部
酉
喜
夫
氏
編
著
『

寒
河
江
大

江
氏
』

、

そ

の

他
を

参
考
に

し
て

、

寒
河

江
大
江
家
の

祈
願
寺
と
し

て

稲
荷
社
を

鎮
守
と

し
、

大
江

家
減
亡

後
は

最
上
家

、

最
上

家
改
易
の

後
は

徳

川
幕
府
か

ら、

御
朱
印
高
一

八

三

石
七

斗
四

升
を

頂
戴
し

て

い

た
、

三

光
山

遮
那
院
惣
持
寺
の

歴

史
的

変
遷
の

概
略
に
つ

い

て

述
ぺ

て

み
よ

う
。

　

註
（

1
）

　
寒
河
江

市
史
編
纂
委
員
会
編
集
『

旧
惣
持
寺
文
書
』

（

一

九
七
八

、

三
、

二

〇
）

。

　
　
（

2
）

　

　
　
　
　

　

同
　
　
　

　
　

右
　

　
　
　
　
（

一

九
七
九、

三
、

二

〇
）

。

　
　
（

3
）

　
　

　
　

　

　

同

　
　

　
　

　

右

　

　
　

　
　
（

一

九
八

〇
、

二
、

二

九
）

。

　
　
（

4
）

　
阿
部
酉

喜
夫
編
著
『

寒
河
江

大
江
馬
』

（

一

九
八

八
、

一

二
、

一
）

。
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立

と

大

江

氏
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e
摂
関
家
藤
原
氏
の

所
領

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
（
−

）

　

　

　

く
ら

べ

う
ま

　
摂
政
関
白
藤
原
忠
実
の

書
い

た

日

記
「

殿

暦
」

の

競
馬
に

関
す
る

天
仁
二

年
（

＝

〇
九
）

九
月
六

日
な

ら
び
に

二

六

日
の

記
事、

さ

ら
に

天
仁
三

年
三

月
二
七

日

の

条
に

、

政
府
か

ら

任
命
さ

れ

た

出

羽
守
源
光
国
が

、

国

司
の

立
場
か

ら

忠
実
の

所
領
で

あ
る

寒
河

江
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荘
（

図
1

参
照
）

に

乱
入

し
て

、

国
衙
領
に

収
公
し

よ

う
と

し
た

の

で
、

直
ち
に

家
来
を

遣
し

て

処
置
を

構
ぜ
よ

と

命
じ

た

趣
旨
の

記

事
が

み

ら

れ
る

。

こ

れ

ら
の

記
録
に

よ

っ

て

寒
河
江
荘
は
、

摂
関
家
藤
原
忠

実
の

荘
園
で

あ
っ

た

こ

と
が

わ

か
る

。

　

寒
河
江

荘
の

成
立
に

つ

い

て

阿
部
酉
喜
夫
氏
は

「

寒
河
江

荘
が

成
立

し

た
の

は
一

一

世
紀
の

中
頃

、

即
ち

延
久

元

年
（

一

〇
六

九
）

以
前
で

、

今
か

ら

九
〇
〇
年
前
の

平
安
中
期
と

な
る
。

そ

し
て

所
有
者
は

平
安
末

期
ま
で

政
権
を

握
っ

て

い

た

藤
原
氏
で

あ
る
。

藤
原

氏
は

陸
奥
国
の

本
良

・

小
泉
・

高
鞍

、

出

羽
国
の

寒
河
江

・

大
曾
根
な

ど
の

荘
園
を

所

有
し

、

こ

れ
ら
の

荘
園
は
一
一

〜

＝
一

世
紀
の

文
書
に

み

ら

れ
る
。

し
た

が
っ

て

道
長
の

子
頼
道

、

そ
の

子
師
実
の

頃
に

は

成
立

し

て

い

た

と

思
わ

れ
る

。

こ

の

よ

う
に

寒
河

江
の

荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

2
）

は
、

忠
実
ま
で

は

「

殿

暦
」

に

よ
っ

て
、

摂
関
家
藤
原

氏
の

領
地
と

な
っ

て

い

た

の

で

あ
る

。

　
忠

実
は

久
安
四

年
（

一

一

四

八
）

、

本
良

。

小

泉
・

高
鞍

・

大
曾
根

・

屋
代
の

五

荘
を

、

二

男
頼
長
に

譲
っ

た

が
、

寒
河
江
荘
だ

け
は

譲
ら
ず
自
分
の

所
領
と
し

て

い

た
。

応
保
二

年
（

一

一

六
二
）

忠
実
が

没
し

、

長
寛
二

年
（

一

一

六

四
）

に

は

そ
の

子

忠
通
も

亡

く
な

り
、

そ
の

遺
領
は

嫡
子

基
実
に

渡
っ

た
と

思
わ
れ

る
が

、

基
実
も
仁
安
元

年
（

一

一

六

六
）

に

没
し

た
。

し

か

し

恐

ら

く
寒
河

江
荘
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
（

3
）

摂
関
家
藤
原
氏
の

所
領
で

あ
っ

た

も
の

と

考
え
ら

れ
る
。

　
荘
内
の

巨

刹
で

あ
る

瑞
宝

山
慈
恩
寺
に

、

平
安
後
期
の

仏
像
群
が
あ
る

の

も
、

摂
関
家
藤
原
氏
の

庇
護
に

よ
っ

て

安
置
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

こ

と
が

わ
か

る
。

し
た

が
っ

て
、

そ

れ
ら

は

京
文
化
の

移
入
で

あ
っ

た

と
い

え
よ

う
。

　
こ

の

よ

う
に

寒
河
江
荘
は
一
一

世
紀
の

中
頃
に

は

成
立

し
、

摂
関
家
藤
原
氏
の

所
領
と

な

り、

一

二

世
紀
末
ま
で

継
続
し

た

も
の

と

推
定
さ

れ

る
。

し

か

し

荘
官
の

い

た

役
所
の

成
立

・

場
所
な

ど
に

つ

い

て

は

不
明
で

あ
る
と
い

わ

れ

る
。

　

⇔
大
江
氏
の

入
部
と

寒
河

江
荘

　

寒
河
江
大
江

氏
は

文
治
五

年
（

一

一

八

九
）

一

一

月
、

大
江
広
元
が

寒
河
江
荘

を

賜
っ

て

か

ら
、

天
正
一

二

年
（

一

五

八

四
）

六

月
、

一

八

代
高
基
が

最
上

義
光
と

戦
っ

て

敗
れ
る

ま
で

、

約
四
百

年
間
寒
河
江
地

方
を

支
配
し
た

。

一

氏
族
が
一

地

方
を

支
配
し

た

記
録
と

し

て

は
、

稀
に

み
る

長

期
政
権
で

あ
っ

た

と
い

え

る
。
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大
江
広
元
（

二

四

八

〜
一

二

二

五
）

は

元
暦
元
年
（

＝

八
四
）

の

春
、

源
頼
朝
に

招
か

れ
て

鎌
倉
に

下
り

、

幕
府
の

政
務
補

佐

の

命
を

受
け
た

。

そ
し
て

こ

の

年
八

月
、

頼
朝
は

公
文

所
を
設
置
し
て

そ
の

別
当
す
な

わ
ち

長
官
に

広
元
を

就
任
さ
せ

、

こ

の

役
所

は

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
ま

ん
ど
ニ

ろ

建
久
二

年
（

一
一

九
一
）

一

月
、

政
所
と

改
め

ら
れ
た

。

広
元
は

奥
州
征
伐
の

功
に

よ
っ

て

文
治
五

年

＝

月
、

寒
河
江

・

長
井
の

両

荘
を
与
え

ら
れ

、

嘉
禄
元
年
（

＝
一

二

五
）

六

月
一

〇
日

、

七

八
才
で

没
し

た

が
、

頼
朝
の

武
家
政

治
の

機
構
を

整
備
し
て

、

頼
朝
を

援
け
支
え
た

人
で

あ
る

。

　

現
在
慈
恩
寺
に

遺
る

仏
像
群
の

中
に

、

鎌
倉
時

代
か

ら

室
町

時
代
ま
で

大
江
氏
統
治
の

も
の

が

極

め

て

多
い

（

表
1
参
照
）

。

慈
恩

寺
と
大
江
氏
と
の

関
係
は

密
接
で

、

大
江
氏
か

ら

別
当
池

本
坊
（

後
の

最
上

院
）

に

入
っ

た

人
は

三

名
で

あ
る
。

す
な
わ

ち

　

ー
、

文
永
八

年
（

一

二

七
一
）

、

親
広
の

孫
成
広、

二

二

代
を

相
続
し

て

幸
繁
と

称
し
た

。

　

2
、

建
徳
二

年
（

＝
二

七
一
）

、

親
広
よ

り
七

代
元

氏
の

男
金

剛
丸
が

、

別
当
坊
三

〇
代
を

相
続
し
て

幸
海
と

称
し

た
。

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
（

4）

　

3
、

応
仁
元
年
（

一

四
六

七
）

、

親
広
よ

り

＝
一

代
為

広
の

男
又

四

郎
、

三

五

代
を
相
続
し

幸
道
と

改
め

た
。

　

こ

の

よ

う
に

大
江
氏
は

入

部
以

来
、

大
檀
那
と

し
て

慈
恩
寺
の

庇
護
と

発
展
に

務
め

て

き
た

の

で

あ
る

。

表
1
は

大
江
氏
入

部
以

後
、

鎌
倉
時
代
か

ら
室
町

時
代
ま

で

の

慈
恩
寺
の

仏
像

・

絵
画

四

四

体
の

名
称

・

員
数
・

所
在
を

表
に

し

た

も
の

で

あ
る

。

　

註
（

1
）

　
『

大
日
本
史
料
』

三

ノ
一

〇
。

　

　
（

2
）

・
（

3
）

　
阿
部
酉
喜
夫

編
著
『

寒
河
江
大
江
氏
』

四

〜
五

頁
。

　

　
（

4
）

　

同

右

一

七
四

頁
。
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三
、

寒
河

江

大
江
氏
の

仏
教

CH 工 SAN −KANGAKU −KA 工

e
菩
提
寺

大
江
広
元
は

嘉
禄
元

年
（

一

二

二

五
）

六

月
一

〇
日

、

七

八

歳
で

逝
去
し

た
が

、

こ

れ
よ

り

先
、

建
保
五

年
（

＝

＝

七
）

一
一

月
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一

〇
日

、

剃
髪
し
て

覚
阿
と

称
す

る
。

ま
た

嫡
男
親
広
は

承
久
元
年
（

一

二
一

九
）

正

月
二

七

日
、

右
大
将
実
朝
が

鶴
ケ

岡
八

幡
宮
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

り
つ

な

公
暁
の

た
め

殺
害
さ

れ

る
と

、

翌

日

直
ち
に

剃
髪
し

て

蓮
阿
と

号

し

た
。

広
元
の

妻
の

父

多
田

仁
綱
は

、

親
広
よ

り

先
に

寒
河
江
荘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
け
ふ
さ

入
り、

本
楯
に

館
を

構
え
る

が
、

正

阿
と

号
し

た
こ

と
が

伝
え

ら

れ
て

い

る
。

ま

た
親

広
の

長
男
佐
房
は

通

阿
、

次
男
高
元
（

寒
河

江

二

代
城
主
）

の

法
号
は

照
阿

、

三

男
広
時
（

寒
河

江
三

代
城
主
）

の

法
号
は

願
阿

、

そ
の

子

政
広
は

行
阿

、

五

代
元
顕
は

順

阿
の

法
号

　
（

2
）

で

あ
る

。

阿
字
の

つ

く
法
名
は

浄
土

系
の

寺
院
を

菩
提
寺
と

す
る

人
の

法
号
で

、

阿
字
は

阿
弥
陀
仏
の

阿
と

さ

れ
る

。

六

代
の

元
政
の

法
号
は

虚
山
宥
利
と

な
っ

て

い

る
の

で
、

寒
河
江
の

大
江
家
は

五

代
元
顕
の

没
年
で

あ

る

元

亨
二

年
（

＝
二

二

二
）

ま

で
、

菩
提
寺
は

浄
土
系
の

寺
院
で

あ
り

、

六

代
の

元
政

以
後
は

禅
宗
に

代
っ

た

も
の

で

あ
ろ

う
（

表
2
参
照
）

。

　
初
代
親
広
は

父
広
元
の

没

後
、

亡

き
父
を

慕
い

広
元
を

供
養
す
る

た
め

に
、

鎌
倉
の

仏
師
に

依
頼
し

て

木
像
阿
弥
陀
仏
像
を
造
ら
せ

、

父
の

遺
骨
と
と

も
に

厨
子
を

作
っ

て
、

西

川
町

吉
川
の

安
中
坊
に

奉
安
し

た
。

西
川
町

吉

川
の

阿
弥

陀
堂
跡
は

阿
弥
陀
堂
の

あ
っ

た

場

所
で

、

阿
弥
陀
屋
敷
と
い

う
。

現
在
は

親
広

・

仁
綱
の

墓
の

ほ

か
、

安
中
坊
歴
代
の

墓
が

祀

ら
れ
て

い

る
。

　
以
上
よ

り

知
ら
れ
る

よ

う
に

大
江
氏
の

菩
提
寺
（

滅
罪
寺
）

は

五

代
元
顕
ま
で

は

浄
土

系
で

あ
り

、

六

代
元

政
以
後
は

禅
宗
に

代
っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

元
政
は

前
述
の

よ

う
に

虚
山

宥
利

、

七

代
時
茂
は

養
庵
宥
山

、

八

代
時
氏
は

本
岩
真
光
の

法
号
と

な
っ

て

い

る
。

　
九

代
元

時
の

法
号
は

宝
幢
寺
殿
大
寧
時
公
と

あ
り

、

文
安
五

年
（

一

四

四
八
）

の

没
年
で

将
軍
足
利
義
政
の

代
で

あ
る

。

一

〇
代
元

高
は

千

手
院
殿
夫
舟
江

公
、

一

一

代
高
重
は

本

願
寺
殿
照
山

光
公

、

一

二

代
為
広
は

常
泉
院

殿
心

識
本
公

、

＝
二

代
知
広
は

澄
江
寺
殿

高
嶽
棟
公

、

一

四

代
宗
広
は

法
泉
寺
殿
悦
岩
喜
公

、

一

五
代
孝
広
は

陽
春
院
殿
大
運
永
公

、

一

六

代
広
種
は

福
泉
寺
殿
陽
岩
春
公

、

一

八

代
高
基

は

光
学
院
殿
松
岩
教
公
と

な
っ

て

い

る
。

以

上
よ

り

す
る

と
、

九
代
元

時
か

ら
は
一

七

代
兼
広
を

除
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ
の

世

代
で

菩
提
寺
を
建
立
し

て

い

る
。

そ

れ

ら
の

中
で

澄
江

寺
・

法
泉
寺

・

陽
春
院
・

福
泉
寺
は

寒
河
江
市
内
に
、

光
学
院
は

大
江
町
内
に

現
存
し

、

曹
洞
宗
に

所
属
し
て

い

る
。

　

⇔
祈
願
寺
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平
安
初
期
に

抬
頭
し
た

真
言
．

天
台
の

密
教

、

な

ら
び
に

密
教
系
の

修
験
道
で

は
、

鎮
護
国
家

・

領
内
安
全
・

五

穀
豊
饒

・

武
運
長

久
な
ど

、

祈
禳
を
主
と

す
る

仏
教
の

寺
院
で

、

前
述
の

よ

う
に

個
人
の

安
心
立

命
や

菩
提
を

弔
う

滅
罪
の

顕

教
寺
院
（

鎌
倉
仏
教
）

と

で

は

宗
教
の

社
会
的
機
能
に

お

い

て

異

な
っ

て

い

た
○

　

寒
河
江
荘
に

は

平
安
中
期
頃
か

ら

摂
関
家
藤
原
氏
に

よ

っ

て

整
備
さ

れ
た

祈
願
寺
院
と
し

て

の

巨
刹
瑞
宝
山
慈
恩
寺
が

あ
り
、

寒
河

江
大
江
氏
と

も

密
接
に

結
び
つ

い

て

い

た

の

で
、

祈
疇
寺
院
の

要
請
は

急
を

要
す
る

問
題
で

は

な
か
っ

た

と
い

い

得
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

　

と

こ

ろ

が
大
江
氏
七

代
時
茂
の

正

平
二

四

年
（

＝
二

六

九
）

、

北
朝
方
の

斯
波
兼
頼
と

そ
の

兄
直
持
に

よ
っ

て

攻

め

ら

れ
、

漆
川
の

戦
で

壊
滅
的
打
撃
を
う

け
て

、

一

族
六

〇
余
人
が
自
害
し

た
。

こ

の

時
七

代
時
茂
の

子
溝
延

茂
信

、

そ
の

弟
修
理

亮
、

左

沢

元

時
な

ど

が

殉
死

し

た

（

図
3
参
照
）

。

四

男
時
氏
は

病
の

た

め

静
養
し

て

吉
川
の

館
に

あ
り

、

こ

の

難
を

ま
ぬ

が

れ
た

。

父
時
茂
は

漆
川
の

戦

の

結
果

を

聞
い

て
、

時
氏
に

北
朝
方
に

和
を

乞

う
て

降
る

こ

と

を

遣
言
し
て

亡

く
な
っ

た
。

時
氏
は

父
の

遺
言
に

よ
り

北
朝
に

降
り

、

鎌
倉
の

関
東
管
領
足

利
氏
満
（

一

三

五

九
〜
九

八
）

か

ら
、

本
領

安
堵

、

一

家
正

嫡
の

御
教
書
を
も
ら
っ

て

事
な

き
を

得
た

。

そ
の

条

件
と

し
て

時
氏
の

長
男
当
時
七

才
に

な
る

元
時
を

鎌
倉
に

人
質
と
し

て

送
っ

た
。

こ

う
し
て

六

代
元

政
以

来
奥
羽
の

南

朝
方
と

し

て

活

躍
し

た

大
江
氏
も

、

北
朝
方
に

降
る

こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る

。

時
氏
が

吉
川

か

ら

寒
河
江
に

移
っ

た
の

は
、

こ

れ
か

ら

間
も
な
い

時

　

　

　

　

　

　
　
　
　
（

3
）

期
で

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ
る

。

　

寒
河
江
城
は

初
代
親
広
の

経
営
し

た

も
の

と

伝
え
ら

れ
る

。

多
田

仁
綱
が

広
元
の

目
代
と

し

て

寒
河

江
荘
に

入

部
し

た

時
は

、

本
楯

に

館
を

築
い

た

も
の

で

今
も
な
お

そ
の
一

部
を

確
認
す
る
こ

と
が
で

き
る

。

寒
河
江
城
の

場
合
は

本
丸
が

東
西

六
拾
間

三

尺
、

南
北
八

　

　

　

　

　

　
　
や
か

た

じ

ろ

拾
八

間
三

尺
で

、

館
城
の

形
式
で

あ
っ

た
。

時
氏
は

吉
川
か

ら

寒
河
江
本
城
に

移
り

、

親
広
の

経
始
し

た

館
城
に

大
修

築
を

加
え
た

。

そ

れ
は

館
を
三

の

丸
に

ま
で

拡
張
し

、

城
と
し

て

の

形
を
整
備
し

た

こ

と

を

指
す

。

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

ん

み

よ
う

　
　
　

う

し
と

ら

　

寒
河
江
城
は
お

お

よ

そ
正

南
北
と

正

東
西
に

構
築
さ

れ
、

二
の

丸
北
東
隅
に

惣
持
寺
が

建
立

さ

れ
て

い

る
。

陰

陽

道
で

丑

寅
（

艮
）
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は

万
鬼
の

出
入

す
る

方
角
と
し

、

鬼
門
と

称
し
て

忌
み

嫌
う

。

そ
の

た
め

鬼
門
除
け
と
し

て
、

災
難
を

避
け
る

た
め

に

神
仏
を

祀
る

こ

と

が

行
な

わ

れ
た

。

惣
持
寺
は

ま

さ
に

寒
河

江
城
の

鬼
門
に

あ
た

る
二

の

丸
の

北

東
角
に

勧
請
さ

れ
た

祈
薦
寺
院
な
の

で

あ
る

。

そ
の

位
置
は

築
城
計
画
の

方
位
と
一

致
し
て

い

る

も
の

で
、

整
然
と
し

た

計
画
の

も
と
に

行
わ

れ
た

こ

と
が

わ
か

る
。

そ
し

て

さ

ら
に

三

の

丸
に

は
、

こ

の

方
位
に

薬
師
堂
を

配
し

て

二

重
の

鬼
門
除
け
と
し

た
。

　
こ

の

よ

う
に

寒
河
江

大
江
家
の

祈
疇
寺
と

し

て

の

惣
持
寺
の

成
立
は
、

ま
さ
に

八

代
時
氏
の

寒
河
江
城
大

修
築
の

際
で

あ
っ

た
。

そ

の

時
期
は

大
江
一

族
が

正

平
二

四

年
（

＝
二

六

九
）

漆
川
の

戦
で

敗
れ、

関
東
管
領
足
利
氏
満
か

ら

本
領
安
堵、

一

家
正

嫡
の

御
教
書

　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

4
）

を

も
ら
っ

て

か

ら

間
も

な
い

時
期
で

あ
っ

た
。

　

惣
持
寺
と
い

う
名
の

寺
は

全
国
に

か

な

り

あ
る
が

、

惣
の

字
義
は

「

す
べ

る
」

、

「

ひ

き
い

る
」

の

意
味
で

、

惣
持
寺
は

「

す
べ

持
つ

寺
」

と

か

「

ひ

き
い

持
つ

寺
」

の

意
味
で

あ
・

。

し

た

が
。

て

格
式
の

高
い

寺
で

、

そ
の

下

髦
く
の

寺
院
を

支
配
し

て

い

る
．

」

誌

前
提
と

し

て
い

る
。

そ

れ
で

惣
持
寺
は

開
創
の

時
か

ら
、

寒
河
江
荘
内
同
系
寺
院
の

本
寺
的
性
格
を

有
し
て

い

た

も
の

と
考

、

兄

ら
れ

る
。

　

南
北
朝
末
か

ら

室
町

初
期
に

か

け
て

の

大
江
氏
領
内
祈
願
系
統
寺
院
に

つ

い

て

は

明
確
で

な
い

。

江
戸
時
代
に

お

け
る

惣
持
寺
配
下

の

寺
院
は
三

〇
か

寺
で

、

こ

れ
ら
を

統
括
す
る

寺
が
惣
持
寺
で

あ
っ

た

（

惣
持
寺
末
寺
配
置
図
参
照
）

。

し

か

も

そ
れ
は

河
北

を

除

き

寒
河
江
荘
内
全
域
に

わ

た
っ

て

い

た
。

と

く
に

人
家
も
ま

れ

な

山
間
部
に

配
下
の

寺
院
が

あ
っ

た
の

は
、

領
内
防
備
態
勢
の

政
策
的
な

配
置
と
考
え
ら

れ
る

。

す
な

わ

ち

領
内
安
全
の

た

め

の

祈
纛
寺
と
し

て

の

性
格
に

、

軍
事
的
性
格
も
あ
わ
せ

備
え
た

も
の

で

あ
る

と

思

わ

黔
・

そ
れ
に

は

修
験
の

寺

院
が

最

導
あ
・

た

と

言
い

得
よ

う
。

そ

れ
が

江

戸
時
代
に

な
・

て

真
言

宗
の

智
山
派
に

編
入
す
る

要

因
と

も
な
っ

た

と

考
え
ら

れ
る
o

　

惣
持
寺
の

開
山
は

真
済
僧
正

（

八

〇
〇
〜
八
六

〇
）

と

さ

れ
る

が
、

九
世
紀
初
に

惣
持
寺
が

開
創
さ

れ
た

と
は

考
、

兄

ら
れ

な
い

。

ま

た

寒
河
江
八

幡
宮
の

神
宮
寺
も
真
済
僧
正
開
基
と

な
っ

て

い

る

が
、

八

幡
宮
は

鎌
倉
時
代
の

建
久
二

年
（

＝

九
一
）

の

勧
請
な
の

で

合
わ

な
い

。

さ

ら
に

惣
持
寺
配
下
の

二

十
数
か

寺
の

寺
院
は

、

開
山
開
基
が

不

詳
と

さ

れ
る

。

こ

の

こ

と
は

寺
院
創
立
の

要
因
が

前
述
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の

よ

う
に

、

大
江
罠
が

政
策
的
に

修
験
者
を

領
内
に

配
置
し

た

こ

と
に

よ

る

も
の

で

は

な
か
ろ

う

か
と

考
え

ら
れ
る

。

　

註
（

1
）

・
（

2
）

　
陬
部
酉
喜
夫
編
著
『

寒
河
江
大
江
琉
』

二
二

四

頁
。

　

　
（

3
）

・

（

4
）

・
（

5
）

・
（

6
）

　
『

寒
河
江
市

史
編
纂
叢
書
』

第
二

四
集
9
一

頁
・

二

頁

二
二

頁
。

四
、

大
江

氏
の

滅
亡

後

　
e
最
上
氏
の

寺
院
政
策

　
天
正
一

二

年
（

一

五

八

四
）

六

月
、

大
江
氏
一

八

代
高
基
が

最
上

義
光
と

戦
っ

て
、

貫
見
御
楯
山
上
で

自
害
し

大
江
氏
は

滅
亡
し

た
。

大
江
氏
に

と
っ

て

代
っ

海

最
上

氏
は

、

き
わ

め

て

緩
か

な

鎮
撫
政
策
を

と

り
、

寺
社
に

対
す
る

処
遇
な

ど
も

、

大
江
氏
支
配
時
代
そ
の

ま

ま
に

黒
印
地

と
し
て

認
め

て

い

る
。

　

文
久
二

年
（

一

八

六
二
）

、

洲
崎
の

菅
井
弥
五

平
の

書
い

た

「

寒
河
江
秘
鑑
」

の

中
に

、

「

稲
荷
神
社
領
高
百

八

拾
三

石
七

斗
四

升

惣
持
寺
」

と

あ
り

、

そ
の

ほ

か

全
部
で

八
二

筆
、

石

高
に

し

て
一

七

三

九
石

六

斗
六

升
、

こ

れ
に

慈
恩
寺
を

入
れ
る

と

四

五
五
一

石

九

　
　
　
　
　
　
　
（

1
）

斗
六

升
と
な
っ

て

い

る
。

　

⇔
徳
川
纂
府
の

寺
院
政
策

　

徳
辮
氏
の

寺
院
政
策
は

整

然
た

る

法
度
を

も
っ

て

規
定
し

た
。

し

た

が
っ

て

諸
宗
諸
寺
が
一

つ

の

規
律
の

も
と

に

統
制
さ

れ
る

こ

と

に

な
っ

た
。

し

か

し

惣
持
寺
の

場
合
は

、

江

戸
時
代
以
前

、

本
寺
末
寺
の

関
係

を
も
つ

統
制
が

、

大
江
氏
に

ょ
っ

て

作
ら

れ
て

い

た

か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
（

2
）

ら
、

江
戸
時
代
初
期
に

幕
府
の

宗
教
統
制
が

始

ま
る

と
、

そ
の

ま

ま
統
制
の

組
織
の

中
に

入
っ

た

も
の

と
推
定
さ
れ
る

。

　

関
東
新
義

真
言
宗
は

慶
長
一

八

年
（

一

六
一

三
）

、

徳
刈

家
康

・

秀
忠
か

ら
法
度
が

下
っ

て

そ
の

庇
護
を
受
け

、

こ

れ

に

先
立
っ

て

慶
長
一

五

年
に

は

江
戸
四
か

役
寺
（

愛
宕
山

円
福
寺

・

愛
宕
山

真
福
寺
・

本
所
弥
勒
寺

。

湯
島
知
足
院
i
貞
享
四

年
七

月

以
降
根
生
院
）

が
、

新
義
一

派
の

触
頭
職
を

仰
ぜ

付
け
ら

れ
た

。

こ

の

四
か

寺
に

は

諸
国
が

そ
の

配

下
に

属
し

、

た

と

え
ば

弥
勒
寺
は

陵
奥

、

歯
羽

、
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越
後

、

下
総
の

四

か

国
の

新
義
真
言

宗
を

支
配
し

て

い

た
。

惣
持
寺
の

記
録
も

以
上
の

四
か

寺
と
の

関
係
の

も
の

が

多
い

。

そ
れ
ら
を

み

る

と

四
か

寺
は

新
義
一

派
の

総
支
配
で

あ
り

、

末
派
寺
院
の

取
締
り

を
行
っ

た

も
の

で

あ
る

。

宝
暦
一

二

年
（

一

七

六
二
）

正

月
、

役
寺
か

ら

寺
社
奉
行
所
に

提
出
し

た

文
書
「

新
義
真
言
宗
触
頭
取
捌
之
覚
書
」

を

見
る

と
、

　
「

上
方
本

寺
等
惣
て

大
本
寺
に

て

は

末
寺
支
配
不
〆

致
候
事

　
一

、

前
々

よ

り

度
々

御
奉
行
所

之
書
付
を

以
申
上

候
通

、

真
言
宗
は

就
二

教
相一
新
義

、

古
義
両
派
相
分

、

古
義
は

高
野

山

無
量
院

．

　
　
　
宝
生
院
両

学
頭
の

会
下
に

て

住
山
留
学
仕
候

、

新
義
は

小
池

坊
・

智
積
院

両
能
化
の

会

下
に

て

住
山

留
学

仕
候
得
ば
、

修
学
の

　
　
　
流
派
相
違

、

其
人
品
器
量

等
も
相
互
に

不
レ

得
候
て

は

世
出
世
の

支
配
難
レ

成
御
事

　
一

、

御
室

・

嵯
峨
・

東
寺

・

醍
醐
等
の

諸
山
は

事
相
の

本
寺
に

て
、

教
相

修
学
の

僧
侶
御
存
知
無
二

御
座一

候
得
ば

、

世
出
世
の

支
配

　
　
　
難
〆

成

御
事

　
一

、

智
積
院
・

小
池
坊
は

新
義
の

惣
本
寺
学
頭

職
に

御
座
候
得
共

、

諸
国
の

末
寺
公
儀
御
触

等
御
用
の

儀
は

勿
論

、

右
両
山
末
寺
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

3
）

　
　
　
配
は

江
戸
四
ケ

寺
に

て

相
勤
来
り

候

と

あ
り

、

触
頭
四
か

寺
は

新
義
一

派
の

総
支
配
職
で

あ
り

、

末
派
寺
院
の

取
締
り

を

行
っ

た

も
の

で

あ
る
こ

と
が

わ

か

る
。

　
⇔
惣
持
寺
の

末
寺

・

門
徒

　
諸
国
の

大
寺
に

は

能
化
（

教
え
る

僧
）

が

居
住
し

、

多
く
の

所

化
（

教
え

ら
れ
る

僧
）

を

養
成
し

、

談
義
所
（

後
に

談
林
所
）

と

呼

ぼ

れ
、

本
寺
と
称
す
る

よ

う
に

な
る

。

惣
持
寺
も

寒
河
江
城
の

二

之
丸
の

東
北
角
に

、

稲
荷
神
社
領
と

し
て

百
八

拾
三

石
七

斗
四
升
の

御
朱
印
を

頂
戴
し

、

旧
寒
河
江
町

内
の

寺
社
領
と
し

て

は

最
高
で

あ
り

、

旧

大
江

家
領
内
で

は

本
寺
格
の

寺
院
で

、

宝

暦
一

二

年
（

一

七

六

二
）

に

は

末
寺
七

か

寺
、

門
徒
一

八

か

寺
、

廃
寺
四
か

寺
を

支
配
し
て

い

た
。

末
寺
と

は

所
化
の

住
す
る

寺
院
を

称
し

た
が

、

後

に

は

本
寺
か

ら
法

流
を

相
承
し

た

寺
院
を
末
寺
と

称
し

、

法
流
を

相
承
し

な
い

寺
院
を

門
徒
と

呼
ぶ
よ

う
に

な
っ

た
。

し

か

し

末
寺

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

4）

門
徒
の

呼
び

名
が

あ
る

の

は

関
東
管
轄
寺
院
に

限

ら
れ
て

い

た
。

惣
持
寺
に

末
寺

、

門
徒
の

あ
る

の

は
、

そ
の

た
め

で

あ
る

と
さ

れ
る

。
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門
徒
は

本
等
か

ら
法
流
の

印

可
を

う
け
て

い

な
い

の

で
、

出
家
授
戒
の

戒
師

・

四
度
趣
行
の

伝
授

・

檀
家
の

葬

儀
の

引
導
を

行
う
こ

と

が

禁
ぜ

ら
れ

、

衣
は

黒
諜
に

限
ら

れ
色
衣
の

着
溺
は
で

き
な

か
っ

た
。

門
徒
が

末
寺
に

昇
格
す
る
に

は

法
流
を

相
続
し
て

邸
可
を

受
け

、

相
当
の

嗣
堂
料
を

艪
入
し
、

本
寺

、

同
門
連
印
の

上
、

江
戸
四
か

寺
に

願
い

出
れ

ば
、

吟
味
の

結
果
許
可
が

与
え
ら

れ
た

。

新
義
真
書

宗
の

門
徒
は

、

浄
土
真
宗
の

在

俗
信
者
ま

た

は

そ
の

集
団
を

呼
ぶ

門
徒
と

は

異
な

る
の

で

あ
る

。

　

註
（

1
）

　
『

寒
河
江
市
史
編
纂
叢
書
』

第
二

四
集
e
五

頁
。

　
　
（

2
）

　

　
　

　

同
　
　

右
、

　

　

　

　

　

弼
　

　

六

頁
。

　
　
（

3
）

・

（

4
）

　
隅
　
　

右
、

　
　
　
　

同
　
　
七

頁
・

八
百
ハ

。

N 工工
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e
経
済
の

破
綻

　
配
下
に

三

ナ
か

寺
を

有
す
る

格
式
の

高
い

本
寺
で

あ
っ

た
が

、

椿
式
を

維
持
す
る

た

め

に

江
戸
出
尉
が
多
く

、

そ
の

費
用
は
一

八
三

石

余
の

御
朱
邸
で

は

賄
い

切
れ
な

か
っ

た
。

二

三

代
の

厳
栄
の

頃
か

ら

寺
院
経
営
が
m

困

難
と

な
っ

た
が

、

二

六

代
の

亮
宏
（

泰
寿
房
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
（
1

）

は

不

行
跡
の

た
め

、

さ

ら
に

経
営
が

餡

難
と

な
っ

た
○

　
⇔
明
治
維
薪
と

寺
社
領
の

上

地

　
慶
応
四

年

Ω

八

六
八
）

四
月一

二

日
、

領
内
の

御
朱
印
所
持
の

寺
祉
の

者
を

惣
持
等
に

召
集
し
て

、

御

朱
印
没

収
の

申
渡
し

を

行

な
っ

た

（

東
林
坊
文

書
「

細
小
路

契
約
帳
」
）

。

し

か

し

実
際
に

没
収
が

行
な
わ

れ
る

の

は
、

明
治
三

年
の

こ

と

で
、

こ

の

年
八

月
に

は

瑞
宝
山
慈
恩
寺
を

初
め

と
し

て
、

大
小
の

寺
社
の

御
朱
印
地
を

返
上
し

て

い

る
。

明

治
政
府
は

御
朱
印
地
に

対
し

て

境
内
を

除
く
ほ

か

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
（

2
）

は

全
部
上
地
を

命
じ
、

沿

領
の

額
に

応
じ
て

逓
減
禄
を

支
給
す
る

こ

と
に

ょ
っ

て

御
朱
印
地
を

解
消
し

た
。

　

⇔
神
仏
分
離
と

復
飾
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明
治
政
府
は

明

治
元
年
三

月
二

七

日
、

太

政
官
布
告
で

神
仏
判
然
令
を

出
し

、

翌
二

年
版
籍
奉
還
に

よ
っ

て

寺
社
領
の

上

地
を

命
じ

た
。

三

光
山

遮
那

院
惣
持
寺
の

三
一

代
住
職
亮
融
は

、

明

治
三

年
九
月
寺
院
経
済
の

破
綻
や

時
代
の

流
れ
に

し

た
が

い

寺
を

廃
し

、

一

八
三

石
余
の

御
朱
印
の

付
い

て

い

た

境
内
に

あ
る

稲
荷
社
の

神
主

と
な
っ

て

神
職
に

復
飾
し

た
Q

惣
持
寺
が

真
済
僧
正

開
基
と
伝
え

ら

れ
る

こ

と
か

ら

柿
本
姓
を

名
乗
っ

た

が
、

真
済
僧
正

は

柿
本
僧
正

と
も
称
せ

ら

れ
た
こ

と
に

よ

る

も
の

で

あ
ろ

う
。

名
を

音
人
と

改
め

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
（

3
）

ま

た

亮
融
の
一

字
を

と
っ

て

融

と

も

称
し

た
。

亮
融
三

二

才
の

時
で

あ
る

。

　
柿
本
音
人
は

明

治
二

七

年
六

月
、

第
三

代
の

寒
河
江
町

長
と

な

り
、

同
二

九
年
二

月
ま
で

そ
の

職
に

あ
り

、

同

年
町
長
の

職
を

辞
し

、

同
三

〇
年
一

〇
月
二

七

日

病
の

た
め

没
し

た
。

齢
六

〇
歳
で

あ
っ

た
。

廃
寺
に

あ
た

っ

て

仏

器
具

・

什
物
類
の

譲
渡
目

録
は

、

宋
寺
筆

頭
の

知
事
職
で

あ
っ

た

長

念
寺
に

現
在
保
管

さ

れ
て

い

る
。

惣
持
寺
配
下
の

寺
で

廃
寺
と

な
っ

た

寺
は

、

満
徳
院

・

月
山
寺

・

実
相
坊

の

三

か

寺
で

あ
っ

た
。

惣
持
寺
に

残
っ

た

二

千
数
百

坪
の

境
内
は

、

柿
本
家
の

所
有
と

な

り
、

境
内
に

残
っ

た

供
養
碑

・

墓
石

類
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4

）

部
は

、

長
念
寺
境
内
や

墓
地
に

移
さ

れ
た

。

　

註
（

1
）

　
『

寒
河

江
市
史
編
纂
叢
書
』

第
二

四
集
〇
一

〇
頁

。

　
　
（

2
）

・
（

3
）

・
（

4
）

同

右、

同

一

二

〜

コ
ニ

頁
。

六
、

お

わ

り

に

　
寒
河
江

荘
は
一

一

世

紀
の

中
頃
に

は

成
立

し
、

平
安
中
期
か

ら

末
期
ま
で

摂
関

家
藤
原
氏
の

所
領
と

な
っ

た
と

思
わ

れ
る

。

荘
内
の

巨
刹
で

あ
る

瑞
宝
山

慈
恩
寺
に

、

平
安
後
期
の

多
く
の

仏
像
群
が

存
在
す
る

こ

と
が

、

そ
の

こ

と

を

立

証
し

て

い

る
。

鎌
倉
時
代
の

文

治
五

年
か

ら
一

八

代
に

お

よ

ぶ

約
四

〇
〇
年
に

亘
っ

て
、

寒
河

江
大
江

氏
が

統
治
し

、

慈
恩
寺
は

大
江

家
と

密
接
な

関

係
を

結
び

、

東

北
地

方
に

お

い

て

最
高
の

寺
領
を

頂
戴
し

て
、

一

山
寺
院
を

形

成
し

て

き
た

。

　
寒
河
江
大
江
玩
の

仏
教
信
仰
を

見
る

と
、

菩
提
寺
は

初
代
よ

り
五

代
ま
で

は

浄
土

系
の

寺
で

あ
っ

た

が
、

六

代
か

ら

は

禅
宗
（

曹
洞
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宗
）

と

な
っ

て

い

る
。

籔
願
寺
と
し

て

は

荘
内
に

慈
恩
寺
が

あ
る

関
係
で

明
確
で

な
か

っ

た

が
、

八

代
時
残
の

寒
河

江

城
大
修
築
の

時

に
、

二

の

丸
の

北
東

角
（

鬼
門
）

に

鎮
守
社
と
し

て

稲
荷
社
が

奉
祀
さ

れ
、

そ
の

別
嶺
に
瓢綱

光
山
遮
那
院
惣
持
寺
が

勧
請
さ
れ
た

。

こ

の

寺
が

本
寺
と

な

り
三

〇
か

寺
を

統
轄
す
る

寺
と

な

る

が
、

配
下
の

寺
院
は

河

北
を

除
く
寒
河

江
荘
内
全
域
に

亘

り
、

領
内
安
全
の

祈

願
と

防
備
を

兼
ね

た

修
験
寺
院
も

、

か

な
り

包
含
さ

れ
て

い

た

も
の

と

考
え
ら

れ
る

。

　
大
江
茂
の

滅
亡

後
は

山
形
最
上

氏
の

所
領
と

な
っ

た
が

、

惣
持
寿
領
は

そ
の

ま
ま

黒
印
地
と

し
て

認
め

ら

れ
、

最
上

茂
の

改
易
後
は

幕
領
と

な

り
、

稲
荷
神
袿
領
と

し
て
一

八

三

石
七

斗
四

升
の

御
朱
印
を

頂
戴
し

、

旧

寒
河
江
町

内
の

寺
社
領
と

し
て

は

最
高
で

あ
っ

た
。

汨
大
江
家
領
内
で

は

本
寺
格
の

寺
院
で

、

宝
暦
一

二

年
（

一

七

六
二
）

に

は

末
寺
七

か

寺
、

門
徒
一

八

か

寺
、

廃
寺
四

か

寺
を

支
配
し

て

い

た
。

　
こ

の

よ

う
に

配
下
に

三

〇
か

寺
を

有
す
る

本

寺
と

し
て

の

惣
持
寺
も

、

そ
の

格
式
を

維
持
す
る

た

め

の

寺
院
経
営
が

困

難
で

あ
り

、

明
治
維
懸
の

神
仏
分
離
に

際
し

て

は
、

三
一

代
住
職
の

亮
融
が

撫
荷
社
の

神
虫

と
な
っ

て

復
飾
し

、

柿
本
音
人
と
名
乗
り

第
三

代
の

寒

河
江
町

長
を
務
め

た
。

廃
寺
の

時
に

仏
器

具
．

什
物
類
の

譲
渡
昌

録
は

、

末
寺
筆
頭
の

知
事
職
で

あ
っ

た

長
念
寺
に

保
管
さ
れ

、

惣
持

寺
の

二

千
数
百
坪
の

境
応
は

柿
本

家
の

所

有
と

な
っ

た
の

で

あ
る

。
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　　　　　　　　寒河江大江氏の 惣持寺に つ い て （月光善弘）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 1 寒 河 江 荘 位 置 図

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　　　
　　　
　　　
備考　『山形県史』 第

一
巻の 図 179「荘園分布図」 （保元元 1156年 当時）を借用 した 。

　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 − 141−
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図
2
　
摂
関
家
藤
原

氏
の

系
図

道
長

ー
頼
通
（

垂
師
実
（

語
蟶

〒
師
通
（

鼕

贔
譱

　
　
〔

備
考
〕

　
こ

の

系
図
は

『

寒
河
江
大
江
氏
』

四

頁
に

掲
載
の

も
の

を

借
用
し

た
。

図
3
　
大
江
家
世
代
系
統
図

　
始
祖
　
　
　

1
　
　
　

2
　
　
　

3
　
　
　

4

　
　
廣

元

−
親

廣

⊥
咼

元

i
廣

時

1
政

廣

凵

忠
通
（

一
〇
九
七

一
一
六

四

）

　
　
　
実

i
基
通

蠱
房

ー

　
ら

ー
元
　
顕

孺
耆

柴橋

1響 響 1
鱧 、 贇質
于

競 蠶頴
朝

甑
政

蠶囂
勝 重

元 北、，

佐 廣

H
元 知13

安 廣

11
知 宗14

政 廣

脇
近 廣
　 1

高 茂 満 廣

1口
頼 満 廣 頼

蠶
元

勝 廣 政

満 宗

政 廣

氏 廣

政 隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　

フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
廣
　
種

−
兼

こ

の

図
は

寒
河
江
大
江
氏
の

歩
み

1
大
江
公
歴
史
資
料
展
図

録
−
四

〇
頁
に

掲
載
の

も
の

を
借
用
し
た

。

臨

離

基
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寒河江大江氏の 惣持寺に つ い て （月光善弘）

図 4 大 江 氏 歴 代 法 号 及 び 没 年

○

○

○

○

○

○

○

代数 1、名 前 法　　　 号 　　　 没 　　　 年 西 　　暦

始祖 贋 元 覚　　阿　　　　嘉禄 1年 6 月10目 1・ 225

1 親 廣 蓮 阿　 1仁治 ・年・2月・5日 1・ 24 ・

2 高 元 照 阿　 陣長 ・年 ・月・・日 1・ 254

31 廣 時 1 願
1

阿　 1弘 長 ・年 ・月 ・ 日 【・ 262

4 政 廣 1 行 阿　 1建治 ・年 ・月・5日 1・ 277

5 元 ． 顕 1 順 阿　 ｝元亨 ・年 ・月・8日 i・ 322

61 元 政 1 虚山鯏 　 t正 平・・年 ・月 1・ 359

7 時 茂 鷭 宥山 　 1文中 ・年 ・月 ・日 1373

8 睡 氏 本岩真光　 1元中 ・年 ・月・・司 1391

・91 元 時 宝嚇 殿大 覇 公 1文安 ・年 ・月・5日 1448

10 元 高 千 手院殿大舟淞 1長禄 ・年・2月 1457

11 陣 重 本臙 殿 黜 光公 1 不 詳　 i
121 為 劇 櫞 臘 臟 本公 嫺 ・8年 ・月 ・日 i1486
131 知 劇 艷 寺殿高櫞 公 1明亦・年 ・月 28 日 1494

14 医 廣 法泉寺殿悦岩喜公 　　永正 1年 7 月 1 目 1504

151 孝 廣 瀦 院殿大獸 公 伝永 ・年 ・月 ・日 1527

16 廣 椡 融 寺殿陽岩春公 隊文・5年・2月24日 i1546
171 兼 劇 治天広心 　　　　天正 6年 6 月 8 日 1578

18 高 基 光学院殿松岩教公　　天正 12年 6 月28 日 1584

注　○印は安中坊系図に よ る。

　　その 他は和 田市雄 「寒河江古城主系譜」に よ るが
， 没年の 根拠が不 明で ある。

〔備考〕　こ の 図は 『寒河江大江氏の 歩み』一前掲書
一41頁掲載の もの を借用 した。
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　 　 　 　 図 5 惣 持 寺 末 壽 配 置 図

（こ の 図は 『寒河江帯史編纂叢書』第24集（→の 図版 4 で ある）

z

○印末寿外門徒

門

末

廼

状

類

路

1　： 50，
000

数字26 まで は 江戸時代後期廻状順路

調 鰭 劃
寒
聽 丸

・・ 光 養 寺 陲 平 ・・1締 院 中 沢

  1鯰 制
寒
鸚丸

・・陣光 寺 極 都 ・・陣誠 院 i左 中

卵 峙 1寒麗村
・2 睡 迎 詞小 釿

　 P221

齲 副饗北讃
釧黼 喇

寒
麗村

・31 妙 法 院 匯 山 23 鱶 劇深 沢

倒神 欝
寒
覊村

・堰 蔵 寺 ！月 窃 24 陣塒 極 郷

  i実 黝 ！
寒
覊村

・51 黥 寺 隠 森 25 円 黼 匝谷 原

  陳麟 陛 橋 ・6 陳蘊 入 間 可 露 寺 西 　 　根

d 光 鯖 1松 川   陣塒 沢 ・ 27 陣魴

  陳相 院 1左 沢 ・81 万 福 詞大 暮 山 ・・i妙 勝 院

潰　　寺

外 大 谷

如 来 寺9　 善 i男 錠 　北 　 　山 19　白 出 寺　大 　　谷 29 ｝久 光 寺

一 144一

N 工工
一Electronlc 　Llbrary 　



CHISAN-KANGAKU-KAI 

NII-Electronic Library Service 

CH 工 SAN −KANGAKU −KA 工

寒河江大江矯の惣持寺に つ い て （月光善弘）

表 1 鎌倉時代〜室町時代の慈 愚専の仏像 ・絵画

時 代 名　　　 　 称　　　 　 員 数 所 　　　 在

鎌

倉

前

期

陀弥陀魏来立嫁

二 天王立像

力士立 像

十二 神将立懲

阿弥陀如来立像

ユ

a1121
本　　　　 堂

本 堂 営 殿

　 　 　 〃

薬　　師　 堂

宝　　徳 　　寺

鎌

　

　

　

倉

　

　

　

後
　
　
　

期

弥勒菩薩坐像　 （永仁 6年）

釈迦如来坐像　 （　 〃　 ）

地蔵菩薩坐像　 （　 〃 　 ）

不動明王立艨　 （　 〃 　 ）

降三 世明王立豫 （　 〃 　 ）

如来立縁

菩薩立 縁

観音 ・勢至蓄薩立像

軍荼利明王立像

勢神立像

聖観音菩薩立像

弥勦菩薩坐像

虚空蔵菩薩坐餒　　　　　　 ・

璽徳太子立像　 （正稲 3年）

薬師如来坐嫌

目光 ・月光菩薩立像

大 貝如来坐 艨

不動明王立像

弘法大師画像

愛染閣王甅擦

111111221111

工

112

Σ

111

本 堂 宮 殿

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

本　 　 　 　 堂

　 　 　 〃

　 　 　 〃

　 　 　 〃

薬　 　師　 堂

　 　 　 〃

三 　 重 　 塔

不 　　動　　堂

本　　　　 堂

宝　　蔵　　院

南時
北
朝代

阿弥陀如来坐像 （宝冠弥陀）

弥勒菩薩坐像

11 阿 弥 陀 堂

本 堂 嘗 殿

室時

町代

弥嚇菩薩坐像

阿弥陀如来坐像

11 本 堂 宮 殿

本 　 　 　　 　堂

計 44

注 （i）表は大江時代の 鎌倉〜室町 の もの に 止 め た 。

　   こ の 外 ， 平安時代後期の もの が 16体あ る。

　 （3）こ の 表は 「羽 陽文化」第116 ・117号慈恩寺特集号麻木脩平氏論文を参考 とした。

備考　こ の表は 『寒河江大江氏』 172頁に掲載され てい るもの を借用 した 。
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門 徒支配関係一覧 （年度別）

廻
状

順
路

寺

　

号

　

所

　

在

宝
暦

十一

年

末

寺

門

徒

天
明
六

年

　
　

化

末
寺
門
徒
　
　
末

寺
門
徒

天

保
霊

末
寺
門
徒

摘

要

1

長

念

寺

　

楯

北

村

知
　

事

末

　

寺

全

　

上

　

△亠

　

上

　

全

　

上

御
朱
印
七
十
二

石
四

斗
余

観
世
音
社
領

2

月

山

寺

　

楯

西

村

　

末

　

寺

　

全

　

上

　

全

　

上

　

全

　

上

御
朱
印
五

十
二

石
五

斗
余

月
山

権
現
社
領

3

満

徳

院

　

楯

西

村

　

末

　

寺

　

全

　

上

　

全

　

上

　

全

　

上

一
　

御
朱
印
三

十
八

石
五

斗
余

　
八

幡
社
領

4

神

宮

寺

　

楯

西

村

　

末

　

寺

　

全

　

上

　

全

　

上

　

全

　

上

御
朱
印
二

十
六

石

七
斗

阿
弥
陀
堂
領

5

実

相

坊

楯

南

村

末

寺

全

上

全

上

全

上

御
朱
印
五

石
六

斗

新
山

権
現
社

領

6

柴

橋

寺

　

柴

橋

村

　

門

　

徒

　

末

　

寺

　

全

　

上

　

全

　

上

7

光

徳

寺

丸

竹

村

末

寺

全

上

全

上

全

上

8
　
　

実

相

院

　

9
　
　

善

明

院

　

御
朱
印
十
三

石
五

斗

阿
弥
陀
堂
領

10

　

光

養

寺

　

塩

平

村

　

門

　

徒

　

全

　

上

　

全

　

上

　

全

　

上

11

西

光

寺

所

部

村

門

徒

全

上

全

上

全

上

12

　

来

迎

寺

　

小

釿

村

　

門

　

徒

　

全

　

上

　

全

　

上

　

全

　

上

13

　

妙

法

院

　

楢

山

村

　

門

　

徒

　

全

　

上

　

全

　

上

　

企

　

上

M

宝

蔵

寺
一

月

布

村

門

徒

全

17

　

西

林

寺

　

沢

口

村

　

末

　

寺

　

全

上上

　
全

　

上

　
　
全

　

上

一

全

上

全

上

寛
保
元

年
以

降
末
寺

借用 した 。
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　 　 　 寒河江大江駕の 惣持寿に つ い て （月光善弘）

衷 2　 惣持寺 （本毒）の家寺 ・

28

久

光

寺

上
　
　
　
（

日
光

駝
）

　
　
　
大

乗

院

45

材

木

村

廃

　

寺

全

　

上

醤
彑
支

　

配

盟

燕
麟
｝

讒
晒
一

楯

西

村

支

　
　

配

全

　

上

全

　

上

［

全

上

全

　

上

潰
　

寺

全

　

上

全
　

上

記
載
な
し

全

土
全
　
　
上

三
全

　

上

一

元

禄
十
年
文
書
に

黒
森
寺
兼

住

願
書

文
化
元
年
入
別
改
に

記
載
あ
る

の

み

晒

糶
あ

肋

騾
嬲
触

石

冠
勵

羅
韈
禦
印
六

石

全

　

上

全

　

上

西
町

陽
春
院
地

蔵
堂
管
理

御

印
　一

石

斗

　
　
　
　

　
　
　
　

蔵
領

2627

長

松

寺
一

石

川

村

一

　

蓮

蔵

坊

門

徒
一

全

　
上

一

楯

北

村

｝

廃

寺

全

　

上

全

　

上

末

　
寺

一

天

保
三

年
亮
致
代
末
寺

全

上

一

全

上

｝

25242322

円 洞 安 長

福 光 養 福

寺 寺 院 寿

金 中 深 湯
谷
原

郷 沢 船

村 灣 村 樗

門 門 門 門

徒 徒 徒 徒

全 全 全 全

上 上 上 上

全 全 全 1全
上 上 上 上

ε

全 宋 全 企

上 寺 上 上

21
一

昌

誠

院

一

左

中

村
一

門

　

徒
一

全

　

上

一

全

　

上

一

全

　

上

201918

福 自 万

寿 　 福

院 寺 寺

中 大 大

沢 谷 蕾
　 　 村

門

徒

　

1
上

全

上

全

上

〔備考〕　こ の 一覧表は 『寒河江市史編纂叢書』第24集（9 の 232〜 234頁に揚載の もの を
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